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■文化財ウィークと企画展   
 平成16年3月、「東京府及び東京市関連行政文書」

およそ3万3千点余が、一括して都指定有形文化財（歴

史資料）に指定されました。 

  東京都公文書館では、毎年文化財ウィークを含む

時期に当館所蔵の文化財をご覧いただく企画資料展

を開催してきました。今年度は「公文書に見る幕末

維新の群像」というタイトルで、皆様になじみのあ

る人物たちの姿を公文書の中に探る企画を立てまし

た。 

 福沢諭吉・榎本武揚・勝海舟・西郷隆盛といった

幕末維新期の先覚者、近代女子高等教育の礎を築い

た下田歌子・津田梅子、さらには坂本龍馬の婚約者

として知られる千葉さなや元新撰組局長近藤勇らに

関わる資料を通して、とかく堅くて難しいものと思

われがちな公文書を、より身近なものと実感してい

ただくことをめざした展示でした。以下、展示資料

の中から福沢諭吉に関するものをご紹介していきま

しょう。 

 なお、展示の概要、資料の一覧等は当館ホームペ

ージに掲載していますのであわせてご参照いただけ

れば幸いです。 

(http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/) 

■『西洋事情』偽版差し止め訴訟 

 本展示では福沢諭吉に関連して、自著『西洋事情』

の偽出版に関わる公文書を紹介致しました。天保5

年（1834）12月、豊前国中津藩士福沢百助の次男と

して生まれた諭吉は、のち安政元年(1854)に長崎に

出て蘭学を学び、翌年大坂で緒方洪庵の適塾に入り、

やがて塾頭になります。同5年、藩命により江戸に出

ると築地の同藩中屋敷内に蘭学塾を開き、これがの

ちの慶應義塾の起源となっていきます。 

 福沢諭吉が海外に渡航したのは都合3回でした。万

延元年(1860)正月から5月、幕府軍艦奉行木村喜毅の

従僕という形をとって咸臨丸で渡米したのが第1回。

帰国後、最初の著作『華英通語』を刊行しています。

幕府外国方に雇われていた文久元年(1861)12月から

1年間、今度は幕府遣欧使節の随員として参加、この

時にはフランス・イギリス・オランダ・ドイツ・ポ

ルトガル・ロシア等を歴訪し、見聞を重ねました。

この後元治元年(1864)には幕臣に召し出されて外国

奉行翻訳方を命じられ、慶応3年(1867)正月から6月

に至る最後の渡米には幕府の軍艦受取委員として参

加しました。この間、慶応年間に開始された著作活

動の初期における代表作が『西洋事情』でした。初

編3冊が慶応2年、外編3冊が明治元年(1868)、二編4 
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冊が明治3年にそれぞれ刊行されています。のちの福

沢諭吉研究によれば、同書は上方で流行した偽版を

加えると約25万部も売れたとして、その影響力を評

価していますが、当の福沢諭吉はこの偽出版に頭を

悩ませ、心底怒っていました。 

 明治2年(1869)10月29日、福沢は『西洋事情』の偽

版が官許を受けて販売されていた件を昨年10月にも

訴えたにもかかわらず、いまだに解決していないと

し、東京府に訴え出ました。この中で福沢は、昨年

は「兵馬紛乱」の混乱の中でやむを得なかったが、

情勢も安定し、さらに今年4月には「出版之御条例」

が布告されたにもかかわらず依然として偽版が公然

と販売されていることを憤り、偽版の差し止めと版

木の没収を強く求めています。この一件書類に添付

されていた自筆の書簡が上の文書です。偽出版の当

事者である元膳所藩士黒田行次郎との直接のやり取

りが記録され、必死に詫びる同人に対して「偽版ハ

天下文化之一大害」とし厳しく指弾しています。と

ころで、この訴状における福沢の肩書きは「読書翻

訳渡世」となっています。新政府からの出仕要請を

固辞し続けた福沢諭吉ですが、この明治2年には福沢

屋諭吉の名で出版業を開始していました。福沢が「読

書翻訳渡世」として偽版・類版の不当販売を厳しく

批判していく論理には、「著作権」という概念に関す

る先駆的な主張が含まれているようです。

（福沢諭吉自筆西洋事情偽板之儀ニ付歎願書）明治 2年 10 月（『明治七年・願』606・A7・17-1） 
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 東京都公文書館は平成22年9月15日、公益財団法人

特別区協議会との共催セミナー「公文書管理法と地

方公共団体の課題」を開催しました（於・東京区政

会館20階会議室）。 

 平成21年7月に「公文書等の管理に関する法律」（以

下、公文書管理法）が公布され、23年4月施行に向け

た準備が進められているところです。これを契機と

して都内の特別区や市町村でも公文書管理のあり方

や、歴史的公文書の保存・公開体制等について検討

の機運が高まりつつあります。 

 実際に新たな計画の策定を具体化している自治体

もありますが、一方では何をどのように検討してい

くべきかについて情報を求めているという現状が一

般的ではないかと思われます。 

 こうした機会をとらえて、当館と特別区協議会で

は、公文書管理法の趣旨と意義をふまえて地方公共

団体はどのような課題に取り組むべきかを学び、ま

た各区の取り組み等について情報交換の場を作るこ

とを目的に標記のセミナーを企画、開催した次第で

す。 

 当日の内容は以下の通りです（以下敬称略）。 

◆講演「公文書管理法の趣旨と意義について－施  

  行に向けた取組と課題」（国立公文書館総務課  

  専門官 安藤繁） 

◆報告 

 Ⅰ「アンケートに見る地方公共団体の文書管理 

  と諸課題」（東京都公文書館公文書館専門員  

  松尾美里） 

 Ⅱ「特別区の行政資料について」（特別区協議会 

  事業部長 中嶋茂雄） 

 Ⅲ「江東区における公文書管理の新たな取り組 

  みについて」（江東区役所総務部総務課文書 

  係 関谷幸雄） 

 Ⅳ「板橋区公文書館 10年の活動と今後の課題 

  について」（板橋区公文書館長 高瀬正典） 

◆質疑応答 

 

 はじめに安藤繁氏より公文書管理法の趣旨と意義

について整理していただき、その画期性と新たな課

題を学ぶことができました。そこでは現用段階での 

 

 

 

 

 

 

業務への活用と情報公開、さらに歴史公文書段階に

おける政策の検証と歴史研究への寄与という、一貫

した公文書の存在意義が説かれ、これをふまえた時、

地方公共団体に課された「その保有する文書の適正

な管理」に係る努力義務をどう具体化すべきか、今

後の検討課題が明確にされました。 

 次いで主催団体から2本のサブ報告があり、公文書

管理法施行により一連の文書管理の流れの中で局面

ごとにどのような課題があるか論点が示され、また

狭義の公文書と共に利活用を図るべき行政資料＝行

政刊行物の現状と課題について問題が提起されまし

た。さらに先駆的な取り組みの事例として江東区・

板橋区からの報告をいただきました。 

 江東区では文書管理システム・電子決裁システム

の導入・運用の延長線上に、既存の紙ベースの長期

保存文書も画像スキャンにより電子化し、これを開

発中の文書検索システムに登載することが予定され

ており、まさに公文書管理法が規定する現用段階か

ら歴史公文書段階への一貫した管理と利用の流れが

構想されています。また都内の市区町村で唯一公文

書館を設立運用されてきた板橋区からは、その10年

の活動の総括と課題に言及いただきましたが、ここ

でも公文書の選別・保存の流れが具体的に示され、

今後公文書館機能の立ち上げを図る自治体にとって

おおいに参考となる報告でした。 

 今回のセミナーは特別区及び一部事務組合・広域

連合から50名、また東京都市長会に設置されている

東京都市町村文書事務研究協議会からも26名の参加

をいただきました。当日ご協力いただいたアンケー

トには、今後も公文書管理についての情報共有の場

は必要との意見が多く寄せられました。また具体的

には、①歴史資料として重要な公文書等の選別、②

非現用文書の管理・保存体制、③文書管理制度の改

正といったテーマへの関心が上位を占めていました。 

 当館では都の公文書館としての役割をふまえ、当

該テーマに関する研修と情報交換の場を提供してい

きたいと考えております。 

 

東京都公文書館・公益財団法人特別区協議会共催セミナー「公文書管理法と地方自治体の課題」 
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史料保存グループ発足の経緯 

 当館は平成22年10月に開館42年目を迎えた古い施

設です。建物は鉄筋コンクリート造地下1階・地上6

階建、書庫面積2,271㎡に及びます。平成21年時点の

収蔵資料数は、公文書(府市都文書)約197万件、庁内

刊行物・図書約7万冊、地図類約1,500点、視聴覚資

料等約3万件になります。 

これらの貴重な資料を後世に伝えるためには、史

料保存環境を適切に管理することが不可欠です。 

しかし、当館は書庫数も多く1室単位での空調調整

ができない上に24時間空調ではないため、保存に適

した温湿度環境（温度20℃前後、湿度55％前後）を

維持することが大変困難です。 

また、増加する資料を収蔵するスペースを拡充す

るため、事務室等を書庫に増改修した部分について

は、空調が執務室と同系統となっており、温湿度を

資料に適切な環境に設定できない上、消火設備のダ

クトから外気が書庫内に入ったり、ダクト内に鳩が

営巣するなどの問題が起こっていました。  

こうした保存環境に関する課題に対して、有志職

員により、温湿度観察を実施していた時期もありま

したが、経常業務として位置づけがなされず、効果

を発揮しませんでした。 

平成18年度、書庫環境と温湿度について館内での

研修を実施しました。これをきっかけにして、同年9

月初めて5台の温湿度データロガーを導入し、翌年度

計測データの分析評価を行う書庫環境検討会が発足、

館事業として書庫環境を検討する枠組みができまし

た。 

そして平成21年度に史料保存に関連する業務を見

直し、組織的・計画的に業務を進めるため、各業務

担当者が係の枠を超えて連携する史料保存グループ

を立ち上げたのです。 

業務内容 

〈温湿度計測等〉書庫に設置している温湿度データ

ロガーから毎月データを抽出し、各書庫の温度・湿

度の平均値、最高値、最低値、日較差を出し、グラ

フを作成します。この他に、展示ケース内温湿度の

計測、地下書庫の除湿機水量の計測と分析、書庫前

に設置している粘着シートの交換と記録なども合わ

せて、月報としてまとめ、全職員に周知して保存環 

 

境情報を共有化しています。この月報の結果を分析

して、書庫の設定温湿度の基準を定め、空調調節を

委託業者に指示しています。 

〈害虫調査〉四半期単位で、トラップによる館内生

息害虫の調査を行います。昨年度は夏冬2回にわたり、

粘着トラップを使ったモニタリング法を用いて主に

床面に生息する生物を捕獲し、分析と同定作業を実

施しました。設置トラップ数は260に上ります。虫の

活動・繁殖期でもある夏の7月調査では、様々な種類

の虫が捕獲されましたが、幸い史料に直接食害を与

える害虫は検出されませんでした。調査結果につい

ては、月報・年報にまとめています。 

〈その他の調査〉今年度は、新たな取組として、過

去にカビの被害が発生した書庫を中心に、湿度の高

い箇所での落下菌(カビ)調査を実施し、展示スペー

ス付近のエアコンでカビを検出したため、エアコン

の使用を止める対策をとりました。 

成果 

各書庫の温湿度データを蓄積し毎月検証すること

により、今まで目に見えていなかった課題が判明し

たり、問題の原因が特定できるようになりました。 

例えば、暖房実施期の地下書庫では湿度の日較差

が大きかったため、空調管理委託業者に確認したと

ころ、加湿空調されていることがわかり、すぐに停

止措置をとった結果、安定した保存環境にすること

ができました。 

害虫調査では、増改修した新書庫の消火設備ダク

ト付近に高湿度下で発生する害虫が多く捕獲され、

ダクト内の鳩の巣が原因であることがわかりました。

そこで、今年度は巣の除去、鳩除け網の改善、ダク

ト清掃、害虫侵入防止専用フィルターの設置を行い

ました。対策後、害虫は見られなくなりました。 

グループが発足して2年目になりましたが、職員か

ら書庫内の空調の異変や虫の目撃情報が寄せられる

ようになりました。保存環境に対する意識が職員の

間に共有され、更に改善を進めるための連携を図る

ことができるようになりました。 

ハード面の制約はありますが、ソフト面での対策

については、全職員が工夫をしながら日々取り組ん

でいます。今後も活動を継続し、より良い保存環境

を目指して努力をして参ります。

史料保存グループ活動報告 
事業紹介 
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当館は、東京都立中央図書館との共催で、「東京文

化財ウィーク2010参加展示 黒船が来た！－欧米世

界との出会いと幕末の江戸－」を開催しました（会

期：2010年11月1日～14日、会場：都立中央図書館企

画展示室）。大河ドラマなどで幕末への関心が高まる

中、幕末の政変の起点となった嘉永6年（1853）・7

年のペリー艦隊来航の様子を、東京都立中央図書館

と当館の所蔵史料によってご紹介しました。 

アメリカのペリー艦隊来航は、多くの日本人にと

って、初めての直接的な欧米世界との出会いでした。

また、政治的には、幕府がアメリカに大きな譲歩を

許して条約を結び、幕府の権威が揺らいだ事件です。

これが以後15年にも及ぶ幕末の政変のはじまりとな

りました。 

 

○「黒船が来た！」展示構成 展示構成は「Ⅰ 江

戸の海外認識」「Ⅱ 黒船到来！」「Ⅲ 海防とお台

場」「Ⅳ 黒船の衝撃と江戸の人々」の 4章立てです。 

「Ⅰ 江戸の海外認識」では、ペリー艦隊来航前

において江戸の人々がどのような海外情報を得てい

たのかをご紹介しました。江戸時代を通じて日本の

人々は常に海外の情報を得ようとし、西川如見『増

補華夷通商考』（都立中央図書館所蔵、特別買上文庫

4233）・新井白石『采覧異言』（同、近藤海事文庫294）

などが出版・書写されました。しかし日本の海防の

必要性を説いた寛政3年（1791）刊の林子平『海国兵

談』（近藤海事文庫124）や、アヘン戦争の実相を描

いた嘉永2年（1849）刊の嶺田楓江『海外新話』（近

藤海事文庫17）は、各々絶版を命じられています。

ペリー来航以前、幕府は厳しく情報を統制していま

した。 

「Ⅱ 黒船到来！」では、ペリー艦隊の蒸気船や

日本・アメリカの応接の様子をご紹介しました。特

に、ペリー艦隊の蒸気船や艦隊の持ち込んだ西洋文

物のスケッチは、都立中央図書館所蔵の史料にたく

さん残されており、海外情報の乏しかった当時の日

本人の驚き、知的関心の高さを知ることができます。

田安徳川家の用人を勤めた文人、蜂屋茂橘の『椎の

実筆』（特別買上文庫 2518－97～106）には、アメリ

カのフォークや貨幣の形の写、さらに、アメリカ人 

 

 

 

 

 

の持参したアメリカの新聞の切れ端までが貼り付け

てあります。「御固」（湾岸警備）に対する勝手な風

評を戒める町触もみえ（『撰要永久録』当館所蔵、御

触事巻之六十一）、市中に噂が満ちたことを想像する

ことができます。 

「Ⅲ 海防とお台場」では、ペリー艦隊来航に対

する日本側の軍事的な対応を取り上げました。品川

沖には御台場が築造され、当時の御殿山が大きく削

られました（『御殿山満花』都立中央図書館所蔵、東

京誌料0511－C14）。当時の工事の規模が偲ばれます。

御台場は海底の凹凸が作り出す水流に沿って合理的

に築造されました（『品川台場絵図』都立中央図書館

所蔵、新収和書1715）。再来航したペリー艦隊は、こ

の御台場を望見して横浜まで退去しています。 

「Ⅳ 黒船の衝撃と江戸の人々」では、ペリー艦

隊に対する江戸の人々の反応を探りました。外国人

の容貌や文物の情報をまとめた本（『異国落葉籠』、

近藤海事文庫87）、武具屋・馬具屋が利益を得たこと

を風刺する摺物が出版されました（『日本山御武光寺

由来』、特別買上文庫2491－5）。見物船を禁止する町

触がみえ（『撰要永久録』、御触事巻之六十二）、江戸

っ子の旺盛な好奇心とそれを規制しようとする幕府

の対応がわかります。 

ペリー艦隊来航は幕府に大きな政治的衝撃を与え、

江戸の庶民も多大な関心をもってみていたことがわ

かります。これらがやがて幕末の政変の原動力にな

るのです。 

 

○興味深い史料 さて、ペリー来航に関する興味

深い史料をふたつご紹介することにしましょう。 

ひとつは嘉永7年の御固の様子を戯画化した『武具

之図』です（特別買上文庫2491－5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒船が来た！ －欧米世界との出会いと幕末の江戸－
 展示報告 
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フグなのですが、「お台場」という歯・背びれに矢・

横鰭に刃物・尻尾に采配の「ざい」・背中に旗・腹に

母衣が描かれています。すべて「御固」に使用され

たものによって描かれ、もちろん、「武具」がフグの

しゃれになっています。このフグのもつ毒は異国人

を打ち払うとされています。描かれている三つの家

紋は、右から、川越藩松平家・長州藩毛利家・熊本

藩細川家のもので、相模国の海岸を固めている大名

家たちです。一種の遊びの中にも幕府の武威に対す

る民衆の期待が表現されています。 

もうひとつは提督ペリーと副官アダムスの肖像画

です（『彼理来航始末記』、近藤海事文庫78、図版3

点参照）。 

 俳人内藤鳴雪は伊予松山藩士の長男で、同藩江戸

屋敷に育ち、ペリー艦隊来航時には満 6歳でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『都史資料集成』第10巻「非常時へ・動員される東京」

 明治中期から昭和20年までを対象とし、時代を追

って東京に関する基本資料を収録する『都史資料集

成』（全12巻）の編さん事業もいよいよ大詰めをむか

えようとしています。本巻は「非常時へ・動員され

る東京」というタイトルのもと、昭和10年代前半の

関連資料を収録しました。 

全体は、以下のような二部構成とし、さらに別冊

付録として「東京における選挙粛正運動・国民精神

総動員運動」（CD-ROM 版）をつけました。 

第一 愛市運動 

第二 東京府各部長事務引継書 

第一の愛市運動では、昭和12年（1937）3月16日

の東京市会議員選挙にむけて、「仰げ宮城、浄めよ 

帝都」「推せよ人材、棄つるな一票」というスローガ 

往事を回顧し、こう述べています。「その時の提督は

ペルリとアダムスという二人であったが、談判の折、 

幕府の役人の画心のある者が、二人の顔を窃
ひそ

かに写 

生した。その画がひろく伝写されたのも見た。ペル

リは章魚
た こ

のようで、口もとがペルリとしていると思

った。アダムスは大変に大きな口を開いていた。こ

れは欠
あく

びでもした所を写したのであろう。こんな物

を見て珍しがりもした」（『鳴雪自叙伝』岩波文庫）。 
都立中央図書館などの史料で書写された画を比べ

てみると、似たような構図が少なからずあり、その

パターンはあまり多くないことがわかりました。特

にアダムスの方は、確かにあくびをしている（？）

ものもあります。内藤の子ども時代にみたという画

も、これと同系統のものであったのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンのもと、選挙と市政の浄化を掲げて展開された東

京愛市連盟による愛市運動に関する資料を収録しま

した。この運動は、当時政府によって大々的に展開

されていた選挙粛正運動と密接な連携のもとに実施

されます。東京府、東京市における選挙粛正運動、

さらには国民精神総動員運動そのものの詳細な実施

記録については、別冊付録に収録しました。 

第二の「東京府各部長事務引継書」には、昭和14

年（1939）に異動のあった東京府の新旧各部長（学

務・経済・総務）の間で取り交わされた事務引継書

を収録しました。日中戦争の長期化にともなう国家

総動員法発令という時代の流れのなかで、東京府が

どのように非常時下の施策を行ったか、その実態を

それぞれの事務引継書の中から読み取っていただけ

れば幸いです。 

刊 行 物 の ご 案 内 

 ペリー肖像画  アダムス肖像画①  アダムス肖像画② 
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史料復刻『幕末旗本の記録 山口直養・直毅日記』 

 当館では、東京都の修史事業の一環として、所蔵

史料の史料復刻を行ってきました。今年は『幕末旗

本の記録 山口直養・直毅日記』を刊行いたしまし

た。 

当館には、2500石高の上層旗本山口家の古文書が、

東京市調査の写本で残されています。そのほとんど

が山口家9代当主直
なお

養
やす

（養父）・10代当主直
なお

毅
たけ

（養子）

の日記で占められています。特に旗本の日記は、現

存しているものが数少ないため、当館の山口家の日

記は、写本とはいえ、貴重なものといえます。この

度はその中から幕末期のものを選んで翻刻しました。

嘉永7年（1854）～安政4年（1857）の直養日記、安

政5年・7年の直毅日記です。 

日記での直養は、新番頭という将軍の親衛隊長を

勤めています。泰平の時代で戦争はありませんが、

武官として交替で警備のために江戸城に詰め、馬揃

上覧（将軍の騎馬行列視察）・大的上覧（将軍の弓訓

練視察）などに参加しています。時々新番組で洋式

訓練も行い、「講武所」という洋式の官立軍事学校が

開設されると、そこへも出席しています。まめに親

戚たちと贈答を繰り返し、それらを詳細に記録して

いるところは、旗本社会のおつきあいの厳重さを窺

い知ることができます。日記中での彼は体の不調を

さかんに訴えています。そこで旗本林家から直毅を

養子に迎え、家を継がせました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日記での直毅は、御使番・目付を勤めています。

御使番は江戸御府内の火事を実見し報告する義務を

負っています。火事場に駆けつける御使番は、裏を

金で張った陣笠を被ったことから「裏金」と呼ばれ、

その勇壮な姿は江戸っ子の注目を集めました。直毅

も火事が起きる度に出張し、時には被害報告のため

江戸城に登城もしています。また、多忙な中にも「日

本史会」なる日本史学の勉強会を学問の仲間で開い

ています。やがて能吏として活躍して外国奉行・町

奉行・会計総裁にまで出世する直毅の、若き日の姿

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

安政5年（1858）『新板改正安政武鑑 御役人衆巻
之三』 新番頭の箇所に山口直養の名がみえる。
このあと間もなく養子直毅に家督を譲る。 
【 請求番号：FK89 】 

  

 ご紹介した『幕末旗本の記録 山口直養・直毅日記』は下記の場所で販売中です。また、『都史資料

集成』第10巻については、平成23年2月下旬刊行を予定しております。是非、ご一読ください。 

 

  販 売 場 所：都民情報ルーム（都庁第一本庁舎３階） 9：00 ～ 18：15 

        〒163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

  TEL ０３－５３８８－２２７６（直通） 

  FAX ０３－５３８８－１３３５ 

 

  販 売 価 格： 『幕末旗本の記録 山口直養・直毅日記』            

         『都史資料集成』第10巻「非常時へ・動員される東京」    
１，８９０円 

７，５３０円 
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 閲覧や複写に予約の必要はありませんが、次の

ような場合は、事前にご連絡ください。 
・専門的な調査や、古い資料についてのご相談 

・大量に資料を利用したい場合 

・撮影したい場合 

 

当館１階入口で入館受付を済ませます。バッグ

等お荷物をお持ちの方は、ロッカー（無料）に、

筆記用具以外の持ち物を入れてください。 
※鍵の紛失にご注意ください。 

 

資料は全て閉架式の書庫に保管してあります。

閲覧を希望される方は、閲覧室に備え付けの目録

やパソコン端末で、お調べの資料を検索し、所定

の「閲覧票」にご記入・ご提出ください。 
 マイクロ撮影済みの資料については、原本保護

のためマイクロフィルムか、それを電子化した

DVD 媒体での閲覧をお願いしています。 
 
 
 
 
【利用案内】 
①開館日時 
・月曜日から金曜日まで 9 時～17 時 
②閲覧票・複写申請票等の受付時間 
・9 時～12 時、13 時～16 時 30 分 
③休館日等 
・土曜日、日曜日、国民の祝日及び振替休日 
・年末年始（12 月 28 日～1 月 4 日） 
・臨時の休館日として公示した日 
・毎月第 3 水曜日（祝日の場合は翌日） 

・3 月 31 日 
 ※臨時の閲覧停止日もございますので、事前 

  に当館ホームページにてご確認ください。 

④駐車場 

・身障者専用駐車場をご用意しております。 

利用される場合には、事前にご連絡ください。 

なお、一般の方は利用できません。 

【所在地】〒105-0022 東京都港区海岸 1-13-17 
【TEL】03-5470-1333 【FAX】03-3432-0458 
【ホームページ】 http://www.soumu.metro.tokyo. jp/ 

01soumu/archives/index.htm 

 
 ◇ 複写について 

 複写を希望される方は、当館備え付けの「複写

申請票」にご記入・ご提出ください。電子式複写

は、一人又はグループで１日 20 枚までとなりま

す。ただし、マイクロフィルム及び DVD 媒体か

らの複写については枚数制限がありません。いず

れも１枚 20 円で複写できます。 
 ※小銭をご用意ください。 
 

以下の資料については利用が制限されます。 
①作成又は取得をして 30 年を経過していない公文書 

②「東京都公文書館における公文書等の利用に関する取扱

規程」第 2 条第 2 項又は第 3 項により一般の利用が制限さ

れている次の公文書等 

・個人情報等が記録されているもの 

・利用によって破損や汚損を生じるおそれがあるもの 

・現に館において使用しているもの（目録作成など保存及び 

 利用の開始のため館において使用しているものを含む。） 

・一般の利用に供しないことを条件として寄贈された資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石油系溶剤を含まないインキを使用しています 

当 館 の ご 利 用 方 法 

 
至 東京 至 品川 

地下鉄都営浅草線 

至 増上寺 

大門駅

ＪＲ 京浜東北線・山手線 

●Ｂ－２ 

至 日の出 

至 新橋 

劇
団
四
季 

東

京

都

公

文

書

館

旧 芝 離 宮

都立芝

東京産業貿易会館 

東京都計量検定所 

竹芝桟橋 

地下鉄都営大江戸線 

北
口 

商業高校 

首都高速１号線羽田線 

【案内図・交通機関】 

浜 松 町 駅 

竹 芝 駅 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①ＪＲ｢浜松町｣駅北口

(新橋方面)下車(徒歩

７分) 

②地下鉄都営大江戸線

浅草線｢大門｣駅(B-2)

下車(徒歩９分)

③東京臨海新交通(ゆ

りかもめ)｢竹芝｣駅下

車(徒歩２分)

⑤都営バス｢竹芝桟橋｣

下車(徒歩２分)[虹 01

浜松町⇔国際展示場駅]

④都営バス｢竹芝桟橋

入口｣下車(徒歩０分)

[浜 95 東京タワー⇒

品川車庫]

ゆりかもめ 

 ◇ 来館について  

 ◇ 入館の注意点 

 ◇ 閲覧方法 

 ◇ 利用制限のある資料 

利 用 案 内 ・ 交 通 案 内 


